
報告事項 7

県立高等学校における不適切な履修について

この ことについて、別紙資料に基づき報告 します。
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県 立 高 等 学 校 に お け る不 適 切 な 履 修 につ いて

こ の こ と に つ い て 、 県 立 高 校 7校 (明 和 高 校 、 瑞 陵 高 校 、 惟 信 高 校 、 昭 和

高 校 、 春 日井 南 高 校 、 東 郷 高 校 、 小 牧 南 高 校 )で 不 適 切 な 履 修 が あ り ま した

の で 、 報 告 し ます 。

1 概要

県立高校 7校 の 「世界史 A」 、 「日本史 A」 の授業 にお いて、 「世界史 B」 、 「日

本史 B」 の授業 を行 っていた ことが判 明 した。

「世界史 A」 、「日本史 A」 は近現代史 を中心に指導す る科 日であ り、「世界史 B」 、

「日本史 B」 は原始 0古 代か ら近現代 までを通史的に学 ばせ る科 目で ある。

7校では、 「世界史 A」 、 「日本史 A」 の授業 において、 「世界史 B」 、 「日本史

B」 の原始 0古 代か ら中世 まで を教 えて いたため、 「世界史 A」 、 「日本史 A」 の科

目の 目標 に示 された、中心 的に指導すべき近現代史 を学習 していな い とい う不適切な

履修状況 とな って いた。

2 経緯

(1)6月 1日 (金 )、 一部の県 立高校 で補助教材 として使用 されて いる山川 出版社

の 「世界史 A読本」、 「日本史 A読 本」は、中身が 山川 出版社 の 「世界史 B」 、

「日本史 B」 の教科書その もので あ り、 これ を用 いて不適切な履修が行われてい

る可能性がある という情報が県教育委員会 に寄せ られた。

(2)県教育委員会 において、 この読本 を使用 している 9校 に年間指導計画 と定期考

査 問題 の提 出を求め、調査 した ところ、 7校 にお いて、 「世界史 A」 、 「日本史

A」 の科 目の 目標で ある近現代史が扱われて いな いな ど、不適切な履修状況であ

る ことが確認 された。

(3)県教育委員会 は、直ちに該 当校 に授業計画等 を修正 させ る とともに、既 に履修

を終 えて いる生徒 につ いて は、履修 して いな い近現代史 につ いて の補充 を行 うよ

うに指示 をした。

(4)補充時間 について は、履修 されて いる項 目が ある ことを考慮 し、 「世界史 A」

は 32時 間、 「日本史 A」 は 36時 間 とした。

(5)ま た、 7月 6日 (金 )の 地 区校長会で、「世界史 A」 、「日本史 A」 において不適

切な履修 がないか調査 をす るよ うに全県立高校 に指示 を した。

(6)現 在 、全校調査 の集約 をお こな い、 7校以外 に不適切な履修がないか を調査 し

ている。

(7)7校 において は、生徒・保護者への文書等 による説明 と謝罪 を行 った。

(8)な お、 これ らの状況 については、文部科学省 にも報告済みである。



3 不適切な履修があ つた学校、該 当科 目等

校  名 該 当科 目
補充が必要な在校生数

2年 生 3年生

県 立 明 和 高 等 学 校 世界史 A、 ′本史∠ 359
県 立 瑞 陵 高 等 学 校 世 界 史 A 355
県 立 惟 信 高 等 学 校 ′本史 ス 270
県 立 昭 和 高 等 学 校 世 界 史 A 189
県 立 春 日井 南 高等 学 校 世界史 A、 ′本史∠ 278名 277
県 立 東 郷 高 等 学 校 世 界 史 A 236名 235名
県 立 小 牧 南 高 等 学 校 世界史 A 278名 278名

合計   2, 755名

4 今後の対応

(1)7校 において、不適切な履修状況になって いる在校 生に、長期休業期間等 の補充

授業 と課題 によ り、不足す る近現代史の.内 容 を適切 に履修 させ る。

(2)8月 上旬 の校長会及び新教育課程愛知県説 明会で、学習指導要領の基準 を踏 まえ

た適切な履修 を行 うよ う改めて指導する。

(3)7校 に対 し、 2学期 に指導主事 による学校訪間を実施 し、履修及び補充の状況 を

確認す る。

(4)各 学校 に補充完 了後、補充実施報告書 を提 出させ るも

(5)な お、今回の件は、すでに卒業 した生徒の卒業認定 には影響 しない。


